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［行政法］ 

 

 Ｘの姉の内縁の夫であるＡは、Ｘに無断で、Ａ所有の土地（以下「当該土地」という。）

につき、Ｘへの所有権移転仮登記を行った。数年後、債務返済に困ったＡは、Ｘに無断で

印鑑届を行い、Ｘ名義の売買契約書、登記申請書、委任状等を偽造した上で、当該土地に

つきＸへの所有権移転仮登記を本登記に切り替え、これをＢに売り渡した。所轄税務署長

Ｙは、主として登記簿の記載に依拠しつつ、当該土地を購入したＢへの税務調査も踏まえ

て、当該土地に関して譲渡所得があるとして、Ｘに対し課税処分（以下「本件課税処分」

という。）を行った。 

 他方でＸは、上記一連のＡの行為について一切関与も関知もしておらず、Ｙも本件課税

処分を行うに当たりＸに対し何らかの調査等を行ったわけでもなかったので、Ｘとしては、

本件課税処分が通知されてはじめて一連の事実を知った次第であった。その後、Ｘは、本

件課税処分について法的手段を採ることを考えたが、その時点で既に、本件課税処分の不

服申立期間が経過しており、不服申立前置が採られているため、もはや本件課税処分につ

き取消訴訟を提起することができない時点に至っていた。 

 そこで、Ｘは自分には全く譲渡所得は生じておらず、本件課税処分は無効であると主張

して、本件課税処分の無効確認訴訟（以下「本件無効確認訴訟」という。）を提起した。こ

れに対して被告（国）側は、本件課税処分は課税要件を欠く点において重大であることは

認めたものの、その他の点については争う姿勢を示している。 

 

 以上の設例につき、次の設問に答えなさい。 

 

(1) 本件課税処分は当然無効であるとするＸの主張は認められるか。行政行為の無効

の概念と基準につき、最高裁判所の判例に言及しつつ説明したうえで、論じなさい。 

 

(2) Ｘが本件無効確認訴訟につき原告適格を有することの根拠を、行政事件訴訟法 36

条の解釈に言及しつつ、論じなさい。 

 

【１００点】 

 


